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  令和６年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書
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管理業務
の状況

作業内容

館内の清掃
給排水・冷暖房・電気設備・遊具等の点検

防火管理者による点検
外灯・雨水排水設備、敷地内美観保持、冬季の排除雪等

施設所管課

R5年度実績

延べ利用者
数
（Ｒ6）

日 5,710
一日あたり
利用者数

設置目的
地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第1項及び児童福祉法（昭和22年法律第164
号）第35条第3号の規定により、地域児童に健全な遊びの場を与え、個別的又は集団的な指導によ
り児童の健全な育成を図るため、児童館を設置する。

前年度比

94.6

68.8

利用区分等

小学生

中・高校生

幼児

大人

役職等（職務内容）

常勤

非常勤

R6年度実績

20281

職員の
配置状況

開館日数

参加者数開催日時

設定目標値

-

達成率

施設の
利用状況

-

-

-

自主事業
の状況

事業・イベント名（内容）

5年間

野澤（1836）

(1)　施設、設備等の維持管理に関する業務
　　ア　建物等安全管理業務
　　イ　建物等清掃業務
　　ウ　日常点検及び定期点検
　　エ　消防設備点検業務
　　オ　設備等保守業務
　　カ　外構管理業務
　　キ　その他の業務
(2)　施設の運営に関する業務
　　ア　入所の手続きに関する業務
　　イ　児童の健全育成に関すること。
　　ウ　児童の安全管理に関すること。
　　エ　地域との連携に関すること。
　　オ　その他の業務
(3)　前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、市長又は教育委
員会のみの権限に属する業務を除く業務
(4)　指定管理者に付帯する業務
(5)　自主業務						

上田市神川児童センター

作業項目 回数 実施日 実施状況

日常清掃 1日2回以上 毎日 開館前、閉館後に実施

教育委員会 学校教育課 担当者（内線）

指定管理者が
行う業務内容

施設名称

指定管理者名

指定管理期間

日常点検 1日1回 毎日 チェックシートにより目視で実施

消防設備点検 1日1回以上 毎日 資格所有職員が開館前に目視で確認

外構管理 1日1回 毎日 職員が開館前・閉館後に確認し、必要に応じて掃除等実施

2

2

実績計画

2

2


